
 

 

 

別添 

 

鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金等業務に係る労働者派遣業務仕様書 

 

１  業務の概要 

鳥取県（以下「発注者」という。）が行う鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金（以下「補助金」

という。）等に関する業務の補助を行う。 

なお、補助金の概要については、別紙「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の概要」を参照す

ること。 

 

２  派遣職員数及び要件 

５名とし、６（４）に定める時間外勤務が可能な者とする。 

 

３  業務内容   

補助金に係る申請書及び実績報告書の受付・不備等の確認対応、通知文書作成・発送、進捗管理用情報の

入力、通知及び支払いに関する稟議作成、問合せ対応及びその他これらに付随する業務 

 

４  業務期間 

令和７年５月１９日（月）から令和８年３月１９日（金）まで 

 

５  派遣労働者の就業場所 

鳥取県商工労働部（鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県庁本庁舎７階） 

 

６  派遣労働者の就業条件等 

（１）派遣労働者 

派遣労働者は協定対象労働者であること。 

（２）就業時間及び休憩時間 

次のとおり定める。ただし、業務量に応じてこの範囲内で短縮することがある。この場合は、発注者が

（６）の派遣計画により派遣事業者（以下「受注者」という。）に示すこととする。 

ア 就業時間  午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

イ 休憩時間  正午から午後１時まで 

※休憩時間を除いた労働時間は7時間45分 

（３）就業日及び休日 

ア 就業日  月曜日から金曜日までのうち、（５）の規定により発注者が作成する月間派遣計画表によ

る日 

イ 休 日  日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

（４）時間外勤務 

業務量に応じ、（３）のアに定める就業日において定める就業時間を超える時間の就業（以下「時間外勤

務」という。）をする場合がある。その場合には、１か月４５時間以内の範囲内とする。 

（５）時間外勤務における派遣料金 

時間外勤務があった場合には、派遣料金の単価に次に定める割合を乗じて得た額とする。 

ア １日の労働時間数が８時間を超える場合の当該８時間を超える就業時間及び１週間の労働時間数が

４０時間を超える場合の当該４０時間を超える労働時間 １００分の１２５ 

（６）月ごとの労働見込時間数及び派遣計画 

    業務期間中の各月の上限とする労働見込時間数は、次の表に掲げる時間数とし、発注者は原則、各月の

初日の１か月前まで（令和７年５月分は、派遣契約締結後、１０日以内とする。）に派遣労働者数、就業日、

労働見込み時間数等の派遣計画を受注者に示すものとする。ただし、発注者は、業務量の変化により、当

該派遣計画を変更することがある。 



 

 

 

時期 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

日数 10 21 22 20 20 22 18 20 

時間 77.50 162.75 170.50 155.00 155.00 170.50 139.50 155.00 

時期 １月 ２月 ３月 合計     

日数 19 18 14 205     

時間 147.25 139.50 108.50 1,581.00     

※派遣職員５名の労働見込時間数の合計7,905.00時間（時間外勤務時間を除く。） 

（７）待遇等 

  ア 食堂・売店の有無 有（利用可：休憩時間・休息時間）（所属職員共通） 

  イ 休憩室の有無   有（利用可：休憩時間・休息時間）（所属職員共通） 

  ウ 更衣室の有無   無 ※所属内のロッカーは活用可（所属職員共通） 

  エ 教育訓練・制度の有無 無  

※業務で必要となる県庁内のシステムの利用方法については業務の中で説明。 

※各所属で実施する教育訓練や研修の中には、希望すれば受講できるものがあり。 

（受講の可否は主催する所属の判断となる。） 

 

７  個人情報の保護 

（１）受注者は、本件労働者派遣業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者

情報の取扱いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）及び「個人情報・死者情報の取扱いに係る特

記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）を遵守しなければならない。 

（２）受注者は、本件労働者派遣業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して

特記事項を遵守させなければならない。 

 

８  秘密の保持 

（１）受注者は、本件労働者派遣業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承認を受

けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。 

（２）受注者は、従事者等に対して、（１）の規定を遵守させなければならない。 

（３）発注者は、受注者が（１）及び（２）の規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注

者に対し、本件労働者派遣業務に係る契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（４）（１）から（３）までの規定は、本件労働者派遣業務に係る業務期間の満了後又は契約解除後も同様とす

る。 

（５）発注者は、７及び８の規定について、その趣旨を徹底するため、受注者に対して従事者等の誓約書の提

出を求めることがある。 

 

９  その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協

議して定めるものとする。 


